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令和 ８ 年 １ 月 27 日（火曜日）　号外　第 ５ 号

宮崎県選挙管理委員会告示第15号
　令和８年２月８日執行の最高裁判所裁判官国民審査に用いる投票
用紙の様式は、次のとおりである。
　　令和８年１月27日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　成　合　　　修
１　一般の投票用紙

　備考
　　１　大きさは、たて 9.1センチメートル、よこ12.8センチメー
　　　トルとする。
　　２　うぐいす色の用紙に黒刷とする。
　　３　宮崎県選挙管理委員会の印は黒色とし、刷り込むものとす
　　　る。
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　者の選任………………………………………………………………１
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　備考
　　１　大きさは、たて9.1センチメートル、よこ12.8センチメー
　　　トルとする。
　　２　うぐいす色の用紙に黒刷とする。
　　３　宮崎県選挙管理委員会の印は黒色とし、刷り込むものとす
　　　る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県選挙管理委員会告示第16号
　令和８年２月８日執行の最高裁判所裁判官国民審査における宮崎
県審査分会長及びその職務を代理すべき者として選任した者の住所
及び氏名は、次のとおりである。
　　令和８年１月27日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　成　合　　　修
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２　点字用投票用紙

審　査　分　会　長 審査分会長の職務代理者

住　　　所 氏　名 住　　　所 氏　名

宮崎県宮崎市 成合　　修 宮崎県宮崎市 池北　　斉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県選挙管理委員会告示第17号
　令和８年２月８日執行の最高裁判所裁判官国民審査における宮崎
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県審査分会の場所及び日時は、次のとおりである。
　　令和８年１月27日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　成　合　　　修
１　場所　宮崎県宮崎市橘通東２丁目10番１号　宮崎県庁特別室
２　日時　令和８年２月10日　午前11時から


